
四日市市職員地域手当支給規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

平成２８年３月２３日 

四日市市長  田 中 俊 行 

 

四日市市規則第２０号 

四日市市職員地域手当支給規則の一部を改正する規則 

四日市市職員地域手当支給規則（平成１８年四日市市規則第５５号）の一部を次の

ように改正する。 

 

改正後 改正前 

附 則 附 則 

１及び２ （略） １及び２ （略） 

（平成２８年３月３１日までの間にお

ける条例第４０条の規定による地域手

当の支給割合） 

（条例第４０条の規定による地域手当

の支給割合） 

３ 平成２８年３月３１日までの間にお

ける条例第４０条第２項各号の支給割

合は、次の表のとおりとする。 

３ 当分の間、条例第４０条第２項各号

の支給割合は、次の表のとおりとす

る。 

級地 支給割合 

１級地 １００分の１８．５ 

５級地 １００分の９ 
 

級地 支給割合 

１級地 １００分の１８ 

５級地 １００分の７ 
 

  

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行し、平成２７年４月１日から適用する。 

（総務部人事課） 


